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第 40回国民文化祭、第 25回全国障害者芸術・文化祭について 

 

  １ 第 40回国民文化祭、第 25回全国障害者芸術・文化祭の概要等について 

 
（1）名 称 

   第 40回国民文化祭、第 25回全国障害者芸術・文化祭 

（2）愛 称 

   「ながさきピース文化祭 2025」 

（3）キャッチフレーズ 

   「文化をみんなに」 

（4）会 期 

   令和 7年 9月 14日(日)～同年 11月 30日(日)【78日間】 

（5）主 催 

   文化庁、厚生労働省、長崎県、県内市町、県実行委員会、市町実行委員会、文化団体、障害者関係団体等 
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２ 第 40回国民文化祭、第 25回全国障害者芸術・文化祭における長崎市実行委員会主催事業について 

  （1）分野別交流事業 

事 業 名 長崎の教会で歌おう「祈りの合唱の祭典」 

事 業 概 要 
歴史ある長崎のシンボルのひとつである浦上天主堂で、全国各地から集った合唱団が、平和への思いを一つに、祈りのハ

ーモニーを奏でる演奏会を、2 日間に渡って開催する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 浦上天主堂 

 

事 業 名 大正琴の祭典 

事 業 概 要 
生涯学習活動の成果発表を目的として全国の大正琴愛好者を中心とする団体演奏（一般の部）と、高校生以下の子供を対

象とした「令和7年全国子供大正琴コンクール（子供の部）」の一次選考会成績上位者による最終選考会を開催する。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 全国邦楽合奏フェスティバル in 長崎 

事 業 概 要 
地域・流派・アマチュア・プロを超えた邦楽愛好者のコンサートや、演奏家・作曲家によるワークショップを行い、一緒に

学び・楽しみ・交流・情報交換ができる「全国邦楽合奏フェスティバル」を開催する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月 ※2 日間予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 川柳の祭典 

事 業 概 要 
国内外から広く川柳を募集し、老若男女問わず川柳への気付きと参画を広く求める。併せて、川柳愛好者相互の交流を深

め、川柳界の発展を目指す。 

開 催 月 令和 7 年 10 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 
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事 業 名 いけばなの祭典～いける・いかす・いきる～ 

事 業 概 要 

日本の伝統文化である「いけばな」に触れる機会を提供するとともに、各地域の交流の輪を広げ、地域の活性化につなげる

ことを目的とする。日本を代表する各流派の華道家や、長崎各地域で活動している子どもから大人までの様々な世代のい

けばなの作品を展示する。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※３日間予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 小倉百人一首競技かるた全国大会 

事 業 概 要 

～祈りの街長崎 かるたでつなぐピースの輪～小倉百人一首競技かるた全国都道府県対抗の団体戦を行い、日本一を競う

全国トップレベルの戦いを繰り広げる。日本の伝統文化である小倉百人一首・競技かるたを通じて、新たな出会いと交流

の場を創るとともに、その魅力をここ長崎から全国へ、そして世界へ発信する。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 長崎県立総合体育館 

 

事 業 名 全日本健康マージャン交流大会 

事 業 概 要 
全国の子どもからお年寄りまで交流するマージャン大会のほか、マージャンの歴史と文化に関する展示コーナーや有名雀

士とのふれあい対局を実施する。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 茶道 

事 業 概 要 表千家、裏千家、2つの流派がそれぞれの茶席を設け、各流派のお茶を味わう茶会を実施する。 

開 催 月 （調整中） 

開 催 会 場 （調整中） 
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  （2）地域文化発信事業 

事 業 名 第 73 回長崎市民音楽祭 

事 業 概 要 市内団体が集う音楽祭を開催し、そこで被爆 80 年にあたり平和のメッセージを込めた委嘱作品を合同演奏にて初演する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 Nagasaki まちなか文化祭 

事 業 概 要 
「まちなか」を舞台に、音楽、舞踊・ダンス、演劇、美術のイベントを開催し、市民の芸術文化活動の発表や鑑賞の機会を

提供するとともに、「まちなか」の賑わいを創出する。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※2 日間予定 

開 催 会 場 ベルナード観光通り 

 

事 業 名 第 48 回長崎郷土芸能大会 

事 業 概 要 

長崎郷土芸能保存協議会に加盟する保存会団体の中から選考された５団体が、大会当日の午前中、浜町アーケードから中

通りを通り、長崎市民会館までのパレードを行う。また、障害者団体の特別出演、加盟団体演目の体験コーナーや紹介パネ

ルの展示を行う。 

開 催 月 令和 7 年 9 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 長崎市民会館 

 

事 業 名 ながさき流鏑馬まつり in 長崎 

事 業 概 要 
日本三大くんちである「長崎くんち」で奉納している「流鏑馬」を披露する。併せて、子供から大人まで参加できる流鏑馬

体験会を行うことで、伝統文化の継承を図るもの。 

開 催 月 令和 7 年 9 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 （調整中） 
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事 業 名 文化施設の周遊 ～ながさきピース文化祭 2025×アニメ・ゲームコラボ～ 

事 業 概 要 
長崎市内の文化施設においてアニメやゲームとコラボした事業を実施し、県内外の交流を促進することで、より多くの方

に分野別交流事業・地域文化発信事業に触れてもらう機会を創出する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月中旬～11 月末 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 市民参加型舞台公演 

事 業 概 要 長崎のまちを題材とした演劇の台本を市民の方とともに作成し、市民の方を出演者とする舞台公演を開催する。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 ～舞台は長崎～ オペラ「蝶々夫人」全幕公演 

事 業 概 要 
長崎を舞台としたオペラ「蝶々夫人」を公演し、長崎が世界に誇る文化資源を県内外に発信する。この舞台では、国内で活

躍中の歌手や舞台スタッフ、県内の歌手、合唱愛好家などが共に集い舞台を創造する。 

開 催 日 令和 7 年 11 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 長崎プッチーニフェスティバル2025 

事 業 概 要 

長崎が物語の舞台となっている世界的に有名なオペラ「マダム・バタフライ」をテーマとした音楽フェスティバル。クラ

シックコンサートや子どもから大人までが楽しむことができる体験型イベント及び2016年以来となるマダム・バタフライ

国際コンクールを開催する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 
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事 業 名 レッツ・インジョイ！みんなで「音」フェス ～観て、聞いて、参加して、1 日まるごと音楽三昧～ 

事 業 概 要 
音楽を通じて地域の歴史と文化を体験・共有できる音楽イベントを実施する。すべての世代がステージや客席でパフォー

マンスを披露し、長崎の伝統的なわらべ歌や子守歌を通じて地域の歴史と文化を紹介し、平和のハーモニーを共に奏でる。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 ながさきピース文化祭 2025 日本舞踊公演 

事 業 概 要 
令和５年 7 月に重要無形文化財に指定された日本舞踊を軸に、長崎の豊かな文化遺産と歴史を反映した、長崎の未来を担

う若者や子どもたちも楽しめる公演を行う。 

開 催 月 令和 7 年 11 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 中山民俗舞踊研究所 全国大会 

事 業 概 要 
長崎県の豊かな文化遺産と国際交流の歴史を背景に、隔年で全国支部において巡回開催される「中山民俗舞踊研究所（日

本民踊 中山流）」の全国大会を開催する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 ミュージカル「出島から地球を見た男」 ～阿蘭陀通詞 志筑忠雄伝～ 

事 業 概 要 

NHK ドラマ「わげもん」で注目された「阿蘭陀通訳」をテーマとし、江戸期の長崎を代表する蘭学者・志筑忠雄と出島の

遊女たちの物語を通じて、日本の文化と科学の発展に寄与した人々の影響を称える舞台を行う。地元の若者や子どもたち

が出演し、長崎の歴史や文化の魅力を再認識し、ふるさとへの誇り・愛着の醸成を目指す。 

開 催 月 令和７年 11 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 
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事 業 名 長崎居留地（旧長崎外国人居留地）合唱とオペラの丘プロジェクト 

事 業 概 要 

旧外国人居留地エリアで毎年開催される「居留地まつり」のイベントの一つである居留地合唱祭を、居留地音楽祭として

洋館や教会等の文化財に実施場所を拡大し開催する。また、居留地地域と合唱・オペラの魅力を広く伝えるため、ベネック

ス長崎ブリックホールで市民も参加しオペラ「愛の妙薬」を演じる。 

開 催 月 
・令和 7 年 9 月 ※2 日間予定 

・令和７年 10 月 ※1 日予定 

開 催 会 場 
・長崎居留地 （令和 7 年 9 月） 

・ベネックス長崎ブリックホール （令和 7 年 10 月） 

 

事 業 名 長崎国際音楽フェスティバル 2025 

事 業 概 要 
県内外からの小中高生吹奏楽部、中国・台湾などの吹奏楽部、コーラス、バイオリニスト、ピアニストなどが出演する音楽

フェスティバルを開催する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月 ※２日間予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 長崎市障害者アート作品展 

事 業 概 要 障害者が制作したアート作品を展示する作品展を開催する。 

開 催 月 （調整中） 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 INFINITY NAGASAKI PEACE 

事 業 概 要 長崎県及び近隣県を拠点に活動している「地域ミュージシャン」が出演するフェスを開催する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月予定 ※開催日数調整中 

開 催 会 場 （調整中） 
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事 業 名 被爆 80 年記念 国際平和映画祭 ※調整中 

事 業 概 要 
平和の大切さや被爆の継承について考える契機として、原爆や平和をテーマにした映画を上映し、ゲストによるトークイ

ベントや平和に関するメッセージパネル展等を行う。 

開 催 月 令和 7 年 10 月～11 月予定 ※開催日数調整中 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 被爆 80 年記念 平和と音楽の調べ ※調整中 

事 業 概 要 音楽等を通して平和を身近に感じてもらうことを目的としたコンサートを開催する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月～11 月のうち４日間予定 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 被爆 80 年記念 市民のつどい ※調整中 

事 業 概 要 
毎年開催されている市民大行進に合わせ開催し、様々なブースを作り、市民等に参加してもらうことで平和を考えてもら

うイベントを開催する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月 ※１日予定 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 
被爆 80 年記念「ナガサキの郵便配達」朗読と音楽で紡ぐ平和への想い  

※調整中 

事 業 概 要 
ドキュメンタリー映画「長崎の郵便配達」の上映会及び「ナガサキの郵便配達組曲」の演奏と朗読を上演し、平和への想い

に心を寄せてもらう。 

開 催 月 令和 7 年 10 月～11 月のうち 1 日予定 

開 催 会 場 （調整中） 
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事 業 名 被爆 80 年記念 原爆死没者名簿筆耕 森田孝子大書道展 ※調整中 

事 業 概 要 書道を通して平和を考えてもらうことを目的とした書道展を開催する。 

開 催 月 令和 7 年 10 月予定 ※開催日数調整中 

開 催 会 場 （調整中） 

 

事 業 名 長崎オリジナル刺繍体験 

事 業 概 要 
長崎オリジナル刺繡（「ながさきピース文化祭 2025」のロゴを刺繍）を県内外の方に体験してもらい、完成品に各自、平

和へのメッセージを記入し、オブジェを作成する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月～11 月のうち 18 日間予定 

開 催 会 場 長崎歴史文化博物館 

 

事 業 名 遠藤周作を偲ぶ一日 

事 業 概 要 
遠藤周作の遺徳を偲ぶため、講演会、映画上映などを実施し、遠藤周作と遠藤文学の魅力を発信し、親しむ機会を創出す

る。 

開 催 月 令和 7 年 9 月～11 月のうち 1 日予定 

開 催 会 場 ベネックス長崎ブリックホール 

 

事 業 名 遠藤周作と小説「沈黙」の舞台をめぐるバスツアー 

事 業 概 要 遠藤周作の代表作「沈黙」の舞台となった外海地区をめぐるバスツアーを実施する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月～11 月のうち 1 日予定 

開 催 会 場 外海地区 

 

事 業 名 プロジェクションマッピングアート 

事 業 概 要 市内の文化施設等をキャンバスとして、プロジェクションマッピングを用いて長崎市の豊かな歴史と文化を表現する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月～11 月のうち 2 日間予定 

開 催 会 場 （調整中） 
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事 業 名 明治日本の産業革命遺産10周年記念 世界遺産フォトコンテスト写真展 

事 業 概 要 
「明治日本の産業革命遺産フォトコンテスト」の受賞作品の展示を通して、世界遺産の構成資産を有する長崎の魅力を紹

介する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月～10 月のうち１か月程度予定 

開 催 会 場 長崎県庁 

 

事 業 名 恐竜今昔物語～長崎における化石研究の軌跡～ 

事 業 概 要 
長崎半島から多数発見されている多種多様な化石をメインにした調査研究の成果をまとめ、子どもから大人まで楽しみな

がら学習できる展覧会を開催する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月中旬～10 月中旬予定 

開 催 会 場 長崎市野母崎文化センター 

 

事 業 名 長崎〇〇LOVERSインスタグラム写真投稿キャンペーン 

事 業 概 要 芸術文化・平和・歴史等をテーマとした写真を募集し、公式SNSにおいて紹介する。 

開 催 月 令和 7 年 9 月～10 月のうち１か月程度予定 

開 催 会 場 Instagram上で開催 
 

 

事 業 名 ハートセンター文化祭 

事 業 概 要 団体やゲストによるパフォーマンスや、障害者への理解を深めるための講演会などを実施する。 

開 催 月 令和 7 年 11 月のうち 1 日予定 

開 催 会 場 ハートセンター 
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指定管理者制度の更新の方針について 

１ 指定管理者制度導入施設一覧 

 

選定方法 施設名 
設置根拠 

（条例） 

現在の 

指定管理者 
指定期間 所管課 

公募 長崎市市民活動センター 
長崎市市民活動セン

ター条例 
（有）ステージサービス 

令和 5年 4月 1日から 

令和 10年 3月 31日まで 
市民協働推進室 

公募 

長崎ブリックホール 

（ベネックス長崎ブリッ

クホール） 

長崎ブリックホール

条例 
（株）ＮＢＣソシア 

令和 2年 4月 1日から 

令和 7年 3月 31日まで 
文化振興課 

公募 長崎市チトセピアホール 
長崎市チトセピアホ

ール条例 
（有）ステージサービス 

令和 2年 4月 1日から 

令和 7年 3月 31日まで 
文化振興課 

公募 長崎市諏訪体育館 長崎市体育館条例 (株)ファーストスター 
令和 2年 4月 1日から 

令和 7年 3月 31日まで 
スポーツ振興課 

公募 長崎市民神の島プール 長崎市プール条例 西部ガス都市開発（株） 
令和 4年 4月 1日から 

令和 9年 3月 31日まで 
スポーツ振興課 

非公募 長崎市民総合プール 長崎市プール条例 
特定非営利活動法人 

長崎游泳協会 

令和 2年 4月 1日から 

令和 7年 3月 31日まで 
スポーツ振興課 

公募 

長崎市民会館 

（男女共同参画推進セン

ター） 

長崎市民会館条例 

（長崎市男女共同参

画推進条例） 

（株）ＮＢＣソシア 
令和 3年 4月 1日から 

令和 8年 3月 31日まで 

生涯学習施設課 

生涯学習企画課 

人権男女共同参画室 

 

 

 

-14-



 

 

２ 公募予定施設 

 

（長崎ブリックホール（ベネックス長崎ブリックホール）） 

（1）施設の概要 

ア 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　搬入口

　　車寄せ

救
護

室

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ （女）ＷＣ （男）

子育て支援センター

大ホール１階客席

舞 台

守衛室

中
央

監
視
室

操作卓

EVEV

EV
ｴｽｶﾚｰﾀｰ

案内ｶｳﾝﾀｰ

２階大ホール入口

エントランスホール

ﾊﾞｰｶｳﾝﾀｰ

２F ２F

楽屋
２

楽屋
９

楽屋
１

楽屋
３

楽屋
４

楽屋
５

楽屋
６

楽屋
７

楽屋
８

地下駐車場

正面出入口

楽 屋 通 路

楽
屋
控
室

１階ホワイエ

西側出入口

ゴミ
置場

２F ２F
EV

EV
ピアノ庫

準

備

室

授乳室

１階 ２階 
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ウ 名称    長崎ブリックホール 

エ 所在地   長崎市茂里町 2番 38号 

オ 構造    鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 

カ 設置年月日 平成 10年 10月 1日 

キ 設置目的  芸術文化の振興及び国際交流の推進を図るため 

ク 主な施設内容 

延床面積 21,898.98㎡ 

施 設 

内 容 

1階 大ホール（1～3階）、楽屋（9室） 

2階 リハーサル室（1室）、練習室（3室）、ギャラリー 

3階 
国際会議場、特別室（3 室）、会議室（5室）、和室（2室）、

茶室（1室）、ラウンジ 

ケ 開館時間 午前 9時～午後 10時 

コ 休館日  12月 29日～翌年 1月 3日 

３階 ４階 

-16-



 

 

（2）指定管理者制度導入による効果の検証 

ア 利用者の推移                  
（人） 

 

 

 

 

 

イ 指定管理委託料 ※修繕に係る委託料を除く 
（千円） 

 

 

 

 

ウ 主なサービス向上策 

（ア）早朝開館・開館時間延長対応 

（イ）エントランスの飾りつけ 

（ウ）自主事業の実施 

（エ）ホール運営、接遇等の自主研修の実施、外部研修への参加 

（オ）広報活動、ホームページのリニューアル 

 

エ 評価 

  協定書及び長崎市契約規則に沿って概ね適正に処理されている。館の工事・修繕の実施においては、指定管理者として、利用者の利

便性を損なわないための配慮や日程調整を行い、その都度適正に対応している。 

  ホール運営、危機管理、接遇等の様々な研修を受講または自主的に実施したり、新型コロナウイルスに係るガイドラインに則り、随

時の消毒、新型コロナウイルスに係るガイドラインの利用者等への説明を行い、安全安心なホール運営に向けた積極的な姿勢が見受け

られる。 

年度 
導入前 

（H21年度） 
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

利用人数 288,545 69,250 140,187 241,772 286,198 

年度 
導入前 

（H21年度） 
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

金額 269,557 286,460 286,460 286,485 285,821 
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  また、早朝開館や開館時間延長対応、館長が出演するラジオ番組等において、イベント情報・当施設で実施する市の自主文化事業の

情報等のタイムリーな発信により、利用者増加の取り組みが積極的に行われている。さらにホームページのリニューアルを行い、利用

案内や予約状況などが一目で分かるように改修されており、施設利用者にとっても使いやすいホームページとなり、サービスの向上に

繋がっている。 

 

（3）次期指定管理者の選定方針について 

ア 現在の指定管理者  （株）ＮＢＣソシア 

イ 現在の指定期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

ウ 次 期 指 定 期 間  令和 7年 4月 1日～令和 12年 3月 31日 

エ 選 定 方 法  公募（複数の団体により構成されるグループでの応募可） 

オ 利 用 料 金 制  適用しない 

 【理由】 

   公会堂廃止後、稼働率が高く、利用日が競合することも多く、貸館利用者が減免対象者であるか減免非対象者となるかにより収入

が大きく変動する。新たな文化施設が供用開始となるまでの当面の間は公会堂と同程度の使用料となるよう、使用料の減免を拡大し

ており、利用料金制度を導入した場合、指定管理者の努力による稼働率の増減にかかわらず、利用料金の振れが大きい。    

新たな文化施設については、多面的な視点から再度整理するため設計着手を見送ったことも踏まえて、状況は前回更新時と大きく

変わっていないため、利用料金制度は導入しない。 

 

カ そ   の   他  長崎市茂里町駐車場を併せた 2施設を一体的に運営することで事務の効率化が図られるため、2施設をグルー

プ化して応募する。 
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（4）指定までのスケジュール 

年 月 市議会 内 容 

令和６年６月 

 

令和６年７月 

令和６年８月 

令和６年９月 

 

 

令和６年 11月 

 

６月議会 

 

 

 

 

 

 

 

11月議会 

・更新の方針の説明（所管事項調査） 

 

 

 

 

・公募締切 

 

・審査及び候補団体の決定 

 

・指定議案審査 

 

・補正予算議案審査 

 

（5）地球市民ひろば廃止後の活用について 

   地球市民ひろばについては、外国人住民を含む市民等の情報収集・交流・活動の場として長崎ブリックホール開館と同時に設置された

が、情報通信技術の進化や利用者の減少、現在の機能を代替する施設があることから、現指定管理者の指定管理期間の満了日である令和

7年 3月 31日をもって廃止する。（令和 5年 12月議会の所管事項調査で説明） 

 

 

 

 

 

 

指定管理者公募 

審査（指定管理者候補者選定審査会） 

指定管理者の指定 

債務負担行為の設定 
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（長崎市チトセピアホール） 

（1）施設の概要 

  ア 位置図 
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  イ 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 名称   長崎市チトセピアホール 

エ 所在地   長崎市千歳町 5番 1号 

オ 構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 

カ 設置年月日 平成 3年 11月 1日 

キ 設置目的  市民の文化活動の振興を図るとともに、豊かな市民生活の向上に寄与するため 

  ク 主な施設内容 

延床面積 1,377.18㎡ 

施設内容 ホール、楽屋（４室） 
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ケ 開館時間 午前 9時～午後 10時 

コ 休館日  12月 29日～翌年 1月 3日 

 

（2）指定管理者制度導入による効果の検証 

ア 利用者の推移  

（人） 

 

 

 

 

 

イ 指定管理委託料 ※修繕に係る委託料を除く 

（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
導入前 

（17年度） 
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

利用人数 43,172 7,674 10,675 22,538 30,071 

年度 
導入前 

（17年度） 
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

原協定額① 19,927 13,761 13,691 13,621 13,551 

変更額（コロ

ナ増額分）② 

 
9,540 14,466 14,536   7,243 

①+②  23,301 28,157 28,157 20,794 

特定収入③      3,468 8,523 697 

実績①+②-③ 
 

23,301 24,689 19,634  20,097 
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ウ 利用料金収入  
（千円） 

 

 

 

 

 

エ 主なサービス向上策 

（ア）広報活動（ホームページの継続的な更新等） 

（イ）北公民館と連携した自主事業の実施（一体管理を行う両施設の連携事業を展開） 

（ウ）コロナ禍における芸術活動の継続支援（文化庁文化芸術活動の充実支援事業における採択事業の開催協力） 

（エ）早朝開館・開館時間延長対応 

 

オ 評価 

    協定書及び長崎市契約規則に沿って概ね適正に対応している。館の工事・修繕の実施においては、指定管理者として、利用者の利便

性を損なわないための配慮や日程調整を行い、その都度適正に対応している。新型コロナウイルスに係るガイドラインに則り、随時の

消毒、ガイドラインの利用者への説明等を行い、安全安心なホール運営に向けた積極的な姿勢が見られる。 

    また、テレビ・ラジオ・新聞・WEBメディアで積極的な広報活動を展開し、より親しまれるホールとなるよう、認知度向上に努める

とともに、北公民館と連携した自主事業を実施し、サービス向上や利用者増加への取り組みも行われている。 

    コロナ禍においては、文化庁文化芸術活動の充実支援事業の採択事業の開催協力を行うなど芸術活動の継続支援を行っている。ま

た、ホームページ等を通じた積極的な広報宣伝を行い、ホールの魅力向上・発信に努めており評価できる。 

 

（3）次期指定管理者の選定方針について 

ア 現在の指定管理者  （有）ステージサービス 

イ 現在の指定期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

ウ 次 期 指 定 期 間  令和 7年 4月 1日～令和 12年 3月 31日 

エ 選 定 方 法  公募（複数の団体により構成されるグループでの応募可） 

年度 
導入前 

（17年度） 
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

金額 11,991 3,544 4,866 9,920   11,281 
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オ 利 用 料 金 制  導入（継続） 

  カ そ の 他  次期指定期間でもチトセピアホールと北公民館との一体管理による効率的な運営を行い、市民サービスの向

上を図る。 

 

（4）指定までのスケジュール 

年 月 市議会 内 容 

令和６年６月 

 

令和６年７月 

令和６年８月 

令和６年９月 

 

 

令和６年 11月 

 

６月議会 

 

 

 

 

 

 

 

11月議会 

・更新の方針の説明（所管事項調査） 

 

 

 

 

・公募締切 

 

・審査及び候補団体の決定 

 

・指定議案審査 

 

・補正予算議案審査 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者公募 

審査（指定管理者候補者選定審査会） 

指定管理者の指定 

債務負担行為の設定 
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（長崎市諏訪体育館） 

（1） 施設の概要 

ア 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市諏訪体育館 
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イ 配置図又は平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 名称       長崎市諏訪体育館 

 

エ 所在地      長崎市上西山町 19番 15号 

 

オ 構造       鉄骨造 2階建（柔剣道場棟）、鉄筋コンクリート造 2階建（相撲場棟）、鉄骨造瓦葺（弓道場） 

 

カ 設置年月日    昭和 40年 3月 31日(平成 9年 3月 14日増改築) 

 

キ 設置目的     市民の体育・スポーツの振興を図ることにより、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため。 

 

ク 主な施設内容      事務所（相撲場棟 1階）、相撲場（相撲場棟 1階）、ボクシング場（相撲場棟 2階） 

             柔道場（柔剣道場棟 1階）、剣道場（柔剣道場棟 2階）、弓道場（近的 3人立） 
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ケ 開館時間の承認の基準 午前７時から午後９時までの時間帯を基本とし、１日 14時間以上 

 

コ 休館日の承認の基準 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日 

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの期間内 

 

（2） 指定管理者制度導入による効果の検証 

ア 利用者の推移                                  （人） 

 

 

イ 指定管理委託料 ※修繕に係る委託料を除く                   （千円） 

 

ウ 利用料金収入                                 （千円） 

年度 
導入前 

（17年度） 
2年度 3年度 4年度 5年度 

利用人数 52,869 33,119 28,609 35,964 33,327 

年度 
導入前 

（17年度） 
2年度 3年度 4年度 

5年度 

(見込) 

金額 8,796 5,418 4,960 5,151 5,328 

年度 
導入前 

（17年度） 
2年度 3年度 4年度 

5年度 

(見込) 

金額 2,113 1,675 1,757 2,131 2,326 
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エ 主なサービス向上策  ・指定管理者のホームページに諏訪体育館のページを作成し、体育館の概要についての広報活動に努めた。 

・武道利用のみでは利用者の増加は見込めないことから、近隣の幼稚園や保育園に働きかけ、あそび場とし

ての利用を提案した。 

 

オ 評価         毎月の点検結果報告や施設の修繕など、施設管理が適正に行われているとともに、利用者の声に随時応えて

おり、利用者目線に立った運営がなされている。今後は、自主事業を行うなど創意工夫を行っていくことで、

新規利用者の獲得など利用者増加対策を行ってほしい。 

 

（3） 次期指定管理者の選定方針について 

ア 現在の指定管理者  株式会社ファーストスター 

 

イ 現在の指定期間  令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで 

 

ウ 次 期 指 定 期 間  令和 7年 4月 1日から令和 12年 3月 31日まで 

 

エ 選 定 方 法  公募 

 

オ 利 用 料 金 制  利用料金併用制 
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（4） 指定までのスケジュール 

年 月 市議会 内 容 

令和６年６月 

 

令和６年７月 

令和６年８月 

令和６年９月 

 

 

令和６年 11月 

 

６月議会 

 

 

 

 

 

 

 

11月議会 

・更新の方針の説明（所管事項調査） 

 

 

 

 

・公募締切 

 

・審査及び候補団体の決定 

 

・指定議案審査 

 

・補正予算議案審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者公募 

審査（指定管理者候補者選定審査会） 

指定管理者の指定 

債務負担行為の設定 
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３ 非公募予定施設  

 

（長崎市民総合プール） 

（1） 施設の概要 

ア 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民総合プール 
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イ 配置図又は平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 名称     長崎市民総合プール 

 

エ 所在地    長崎市松山町２番２号 

 

オ 構造     屋内プール部 地下 1階地上 3階建 鉄筋コンクリート造一部鉄骨 

         屋外プール部 平屋建、2階建 

 

カ 設置年月日  平成８年９月２４日 

 

キ 設置目的   市民の体育の振興を図るため。 
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ク 主な施設内容 

屋内プール：50ｍ公認プール（８コース）、25ｍ公認プール（７コース）、幼児・児童用プール 

屋外プール：流水プール、幼児・児童用プール、着水プール、スライダー2基 

 

ケ 開場時間の承認の基準  

    休日等及び 6月 15日から 9月 15日まで  午前 9時から午後 8時までの時間帯を基本とし、1日 11時間以上 

9月 16日から翌年 6月 14日まで(休日等を除く。)  午後 1時から午後 8時までの時間帯を基本とし、1日 7時間以上 

 

コ 休場日の承認の基準  

7月 21日から 8月 31日まで(同月 9日を除く)の期間を除き、週 1回以内とし、休日等でない日 

1月 1日から同月 3日まで及び 12月 29日から同月 31日までの期間内 

 

（2） 指定管理者制度導入による効果の検証 

ア 利用者の推移                                                    （人） 

 

 

イ 指定管理委託料 ※修繕に係る委託料を除く                   （千円） 

 

 

 

 

年度 
導入前 

（17年度） 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 160,466 84,479 74,571 112,330 130,065 

年度 
導入前 

（17年度） 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込） 

金額 202,993 177,386 176,894 168,435 173,050 
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ウ 利用料金収入                                 （千円） 

 

 

エ 主なサービス向上策 

・アクアストレッチ、アクアウォーキング等の水泳教室の開催。 

・特定の時間帯に水深を変更し、ウォーキング利用者の利便性の向上を図る。 

・屋外プールオープン時、赤十字水上安全フェスタとしてプール無料開放を実施。 

 

オ 評価 

子供達の水泳教室の開催に加え、一般利用者に対しても創意工夫を図りながら水中体操、泳法等の教室を開催するなど、市民ニー

ズに対応した多彩なサービスの提供が行われている。また、新型コロナウイルス感染症の流行時期にも、感染防止策を講じて大きな

感染を防ぐことができており、特に夏季水泳教室開催時には、Ｅメールを活用しての保護者との密な連絡体制をとるなど安全性に対

する取組みも評価できる。 

 

（3） 次期指定管理者の選定方針について 

ア 現在の指定管理者  特定非営利活動法人 長崎游泳協会 

 

イ 現在の指定期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

ウ 次 期 指 定 期 間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

年度 
導入前 

（17年度） 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込） 

金額 42,921 21,090 18,013 27,812 33,329 
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エ 非 公 募 の 理 由   

・市民総合プールは、明治 35 年からねずみ島で水泳教室を行ってきた特定非営利活動法人長崎游泳協会（以下「長崎游泳協会」     

という。）のねずみ島の閉鎖に伴う、その代替施設としての位置づけもあり、昭和 50年以降、現在に至るまで長崎游泳協会が水

泳教室を含む管理運営を行っている。 

・その指導により、120 年以上続く水泳教室を通して、水泳技術のみならず、礼儀と心身の鍛錬、水泳の楽しさを伝えてきており、

その教室を受講した子どもたちが成長し、指導者として次の世代に伝統を受け継いでいくという仕組みが確立されている。 

・夏季水泳教室においては、１日 2,000人規模の水泳教室を開催できるノウハウと人的体制を有しているとともに、人命を預かる水

泳プールにおいて、約 40 年にわたり大きな事故もなく、年間 10 万人を超える利用者に水泳の場所の提供を行ってきた実績があ

る。 

 

オ 利 用 料 金 制  導入済 

 

（4） 指定までのスケジュール 

年 月 市議会 内 容 

令和６年６月 

 

令和６年８月 

令和６年９月 

 

令和６年 11月 

 

６月議会 

 

 

 

 

11月議会 

・更新の方針の説明（所管事項調査） 

 

・特定団体に仕様書等を提示 

・特定団体から指定に必要な書類を受領 

・特定団体の決定 

 

・指定議案審査 

 

・補正予算議案審査 

 

 

指定管理者の指定 

債務負担行為の設定 
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